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(57)【要約】
【課題】物品を載置する物品載置部の位置を上下方向に
容易に変更することができるとともに、該物品載置部へ
のアクセスを良好とするカート装置を提供する。
【解決手段】物品載置部６０の前後方向の長さ寸法Ｐ１
は、支持体４０の前後方向の幅寸法Ｐ２よりも大きく、
隣り合う二つの支持体４０又は物品載置部６０のいずれ
か一方には、係止孔が形成され、隣り合う二つの支持体
４０又は前記物品載置部６０の他方には、係止孔に係止
される係止部が形成され、支持体４０に形成された係止
孔又は係止部は、上下方向に離間して複数設けられてい
ることを特徴とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　床面上を移動する車輪を有するベース体と、
　該ベース体から立設され、互いに左右方向に離間して配された複数の支持体と、
　隣り合う少なくともいずれか二つの支持体に支持され、物品を載置可能とされた物品載
置部とを備えるカート装置であって、
　前記物品載置部の前後方向の長さ寸法は、前記支持体の前記前後方向の幅寸法よりも大
きく、
　前記隣り合う二つの支持体又は前記物品載置部のいずれか一方には、係止孔が形成され
、
　前記隣り合う二つの支持体又は前記物品載置部の他方には、前記係止孔に係止される係
止部が形成され、
　前記支持体に形成された前記係止孔又は前記係止部は、上下方向に離間して複数設けら
れていることを特徴とするカート装置。
【請求項２】
　請求項１に記載のカート装置において、
　前記係止孔及び前記係止部は、前記前後方向に離間して複数形成されていることを特徴
とするカート装置。
【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載のカート装置において、
　前記ベース体は、
　互いに左右方向に離間して配設された複数の脚部材と、
　複数の前記脚部材を連結する連結部材とを有することを特徴とするカート装置。
【請求項４】
　請求項３に記載のカート装置において、
　前記連結部材に取り付けられ、前記物品を支持可能な物品支持板を備えることを特徴と
するカート装置。
【請求項５】
　請求項４に記載のカート装置において、
　前記物品支持板の前記前後方向の長さ寸法は、前記連結部材の前記前後方向の幅寸法よ
りも大きいことを特徴とするカート装置。
【請求項６】
　請求項１から請求項５のいずれか一項に記載のカート装置において、
　前記物品載置部の前記支持体に対して前方へ突出する長さ寸法と、前記物品載置部の前
記支持体に対して後方への突出する長さ寸法とは、異なっていることを特徴とするカート
装置。
【請求項７】
　請求項１から請求項６のいずれか一項に記載のカート装置において、
　前記支持体としては、互いに前記左右方向に離間して配設された一対の外側支持体と、
一対の前記外側支持体の中間に配設された中間支持体とを備え、
　前記物品載置部は、一対の前記外側支持体のうち一方の前記外側支持体と前記中間支持
体との間に設けられた第一物品載置部と、一対の前記外側支持体のうち他方の前記外側支
持体と前記中間支持体との間に設けられた第二物品載置部とを有することを特徴とするカ
ート装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、カート装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】



(3) JP 2014-14453 A 2014.1.30

10

20

30

40

50

　周知のように、オフィス、病院、公共施設等における執務空間においては、執務空間内
の様々な場所に移動しながら電子機器を用いて執務を行う場合がある。この場合、電子機
器の移動にはカート装置を用い、該カート装置の天板上に電子機器を載置して、執務者が
カート装置と共に移動し、随時必要に応じた場所にて執務が行われていた。
【０００３】
　このようなカート装置としては、下記の特許文献１に記載のものが提案されている。こ
のカート装置は、床面上を走行可能なキャスターが設けられたベースと、該ベースから立
設された一対の支柱と、一対の該支柱に支持された天板と、一対の支柱間に設けられたレ
ールと、該レールにスライド可能に支持されたトレーとを備えるものである。
【０００４】
　また、別のカート装置としては、下記の特許文献２に記載のものも提案されている。こ
のカート装置は、床面上を走行可能なキャスターが設けられたベースと、該ベースから立
設され格子状に形成されたフレームと、該フレームに係止されたレールと、該レールにス
ライド可能に支持されたトレーとを備えるものである。このフレームは、上下方向に離間
して配設された複数の横フレームと、左右方向に離間して配設された複数の縦フレームと
を有している。
【０００５】
　これらのカート装置によれば、執務者がトレーに必要な物品を収容しながら執務空間を
移動して、所望の場所にてトレーに収容された物品を用いて執務をすることが可能である
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特許第４３４５４５０号公報
【特許文献２】特許第４９４３２５１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、上記の特許文献１に記載のカート装置では、レールが例えばネジ等で支
柱に固定されている。よって、執務者が、カート装置の使用態様に応じてレールの上下方
向の取付位置を容易に変更することができず、使い勝手が悪いという問題点がある。
【０００８】
　一方、特許文献２に記載のカート装置では、レールを任意の横フレームに係止させるこ
とができるため、トレーを任意の位置に設けることができる。しかし、トレーの左右方向
には格子状に形成されたフレームが配設されているため、該トレーに収容された物品を左
右方向から取り出し、又は左右方向からトレーに物品を収容することができず、使い勝手
が悪いという問題点がある。
【０００９】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、物品を載置する物品載置部の位置を
上下方向に容易に変更することができるとともに、該物品載置部へのアクセスを良好とす
るカート装置を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記目的を達成するために、本発明は以下の手段を採用している。
　すなわち、本発明に係るカート装置は、床面上を移動する車輪を有するベース体と、該
ベース体から立設され、互いに左右方向に離間して配された複数の支持体と、隣り合う少
なくともいずれか二つの支持体に支持され、物品を載置可能とされた物品載置部とを備え
るカート装置であって、前記物品載置部の前後方向の長さ寸法は、前記支持体の前記前後
方向の幅寸法よりも大きく、前記隣り合う二つの支持体又は前記物品載置部のいずれか一
方には、係止孔が形成され、前記隣り合う二つの支持体又は前記物品載置部の他方には、
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前記係止孔に係止される係止部が形成され、前記支持体に形成された前記係止孔又は前記
係止部は、上下方向に離間して複数設けられていることを特徴とする。
【００１１】
　このように構成されたカート装置では、物品載置部に形成された係止部（又は係止孔）
を支持体に上下方向に離間して形成された複数の係止孔（又は係止部）のうち一の係止孔
（又は係止部）に係止させることで、物品載置部を支持体に設けることができる。また、
当該係止を解除して、係止部（又は係止孔）を他の係止孔（又は係止部）に係止させるこ
とで、物品載置部を上下方向の別の位置に設けることができる。よって、物品載置部を支
持体から取り外して、上下方向の任意の位置に取り付けることを容易に行うことができる
。
　また、物品載置部の前後方向の長さ寸法が支持体の前後方向の幅寸法よりも大きいため
、該物品載置部へ左右方向からアクセスすることができる。よって、物品載置部への物品
の載置及び該物品載置部からの物品の取り出しを良好とすることができる。
【００１２】
　また、本発明に係るカート装置は、前記係止孔及び前記係止部は、前記前後方向に離間
して複数形成されていることが好ましい。
【００１３】
　このように構成されたカート装置では、係止部と係止孔とは前後方向に複数係止される
ため、支持体は物品載置部に載置された物品を安定的に支持することができる。
【００１４】
　また、本発明に係るカート装置は、前記ベース体は、互いに左右方向に離間して配設さ
れた複数の脚部材と、複数の前記脚部材を連結する連結部材とを有していてもよい。
【００１５】
　このように構成されたカート装置では、ベース体は連結部材により連結されているため
、カート装置としての剛性を高めることができる。
【００１６】
　また、本発明に係るカート装置は、前記連結部材に取り付けられ、前記物品を支持可能
な物品支持板を備えていてもよい。
【００１７】
　このように構成されたカート装置では、物品支持板は連結部材に取り付けられているた
め、ベース体は該物品支持板に載置された物品を安定的に支持することができる。
【００１８】
　また、本発明に係るカート装置は、前記物品支持板の前記前後方向の長さ寸法は、前記
連結部材の前記前後方向の幅寸法よりも大きくてもよい。
【００１９】
　このように構成されたカート装置では、物品支持板の前後方向の長さ寸法が連結部材の
前後方向の幅寸法よりも大きいため、該物品支持板へ左右方向からアクセスすることがで
きる。よって、物品支持板への物品の載置及び該物品支持板からの物品の取り出しを良好
とすることができる。
【００２０】
　また、本発明に係るカート装置は、前記物品載置部の前記支持体に対して前方へ突出す
る長さ寸法と、前記物品載置部の前記支持体に対して後方への突出する長さ寸法とは、異
なっていてもよい。
【００２１】
　このように構成されたカート装置では、物品載置部上の空間は、左右方向と前方又は左
右方向と後方に開放された空間とされるため、該物品載置部への物品の載置及び該物品載
置部からの物品の取り出しを良好とすることができる。
【００２２】
　また、本発明に係るカート装置は、前記支持体としては、互いに前記左右方向に離間し
て配設された一対の外側支持体と、一対の前記外側支持体の中間に配設された中間支持体
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とを備え、前記物品載置部は、一対の前記外側支持体のうち一方の前記外側支持体と前記
中間支持体との間に設けられた第一物品載置部と、一対の前記外側支持体のうち他方の前
記外側支持体と前記中間支持体との間に設けられた第二物品載置部とを有していてもよい
。
【００２３】
　このように構成されたカート装置では、左右方向に第一物品載置部及び第二物品載置部
が配設されるため、カート装置に多くの物品を収容することができる。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明に係るカート装置によれば、物品載置部に形成された係止部（又は係止孔）を支
持体に上下方向に離間して形成された係止孔（又は係止部）に係止させ、当該係止を解除
することで、物品載置部を支持体に設けることができる。よって、物品を載置する物品載
置部の位置を上下方向に容易に変更することができるとともに、該物品載置部への接触を
良好とすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本発明の第一実施形態に係るカート装置の斜視図である。
【図２】本発明の第一実施形態に係るカート装置を構成する物品支持板の取付構造を示す
分解斜視図である。
【図３】本発明の第一実施形態に係るカート装置を構成する物品支持板を分解した分解斜
視図である。
【図４】本発明の第一実施形態に係るカート装置を構成する物品支持板の取付構造を示す
分解斜視図である。
【図５】本発明の第一実施形態に係るカート装置を構成する物品載置部の取付構造を示す
図である。
【図６】本発明の第一実施形態に係るカート装置を構成する支持体の側面図である。
【図７】本発明の第一実施形態に係るカート装置を構成する物品載置部の斜視図である。
【図８】本発明の第二実施形態に係るカート装置の斜視図である。
【図９】本発明の第三実施形態に係るカート装置の斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
（カート装置）
　以下、本発明の第一実施形態に係るカート装置について説明する。
　図１に示すように、カート装置１は、床面Ｆ上に設けられるベース体１０と、該ベース
体１０から立設された一対の支持体４０と、一対の該支持体４０に支持された天板５０と
、一対の該支持体４０に支持された物品載置部６０とを備えている。
【００２７】
　執務者は、例えば病院等の執務空間において、カート装置１の天板５０及び物品載置部
６０に物品を載置した状態で、天板５０に設けられた操作ハンドル５１を把持して操作力
を与えることで、床面Ｆ上でカート装置１を移動させることが可能となっている。
【００２８】
　ここで、執務者が操作ハンドル５１と対向するように位置して、操作ハンドル５１を押
す側となる図１の左奥側をカート装置１の前側とし、操作ハンドル５１を引く側となる図
１の右手前側をカート装置１の後側とする。また、図１に示す紙面の左手前側から右奥側
に向かう方向を左右方向と称する。
【００２９】
（ベース体）
　ベース体１０は、互いに左右方向に離間して前後方向に向かって配設された一対の脚部
材１１と、一対の該脚部材１１を左右方向に連結する連結部材１２とを有している。
【００３０】
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　脚部材１１の前端及び後端の下面には、床面Ｆに直交する鉛直軸回りに旋回可能なキャ
スター（車輪）１３がそれぞれ設けられている。このキャスター１３により、カート装置
１は前後方向及び左右方向に移動可能とされている。
【００３１】
　連結部材１２は脚部材１１の前後方向の中央よりも後方に設けられ、この連結部材１２
の上面には物品を支持可能な物品支持板２０が取り付けられている。
【００３２】
　図２及び図３に示すように、物品支持板２０は、上面が床面Ｆと平行な状態となるとと
もに略矩形状に形成され、連結部材１２に取り付けられるとともに、取付部材２１を介し
て脚部材１１の前端に取り付けられている。
【００３３】
　詳細には、連結部材１２には、上下方向に貫通する第一貫通孔１２ａが、左右方向に離
間して複数形成されている。そして、連結部材１２の下方から第一ビス３１が第一貫通孔
１２ａに挿通され物品支持板２０に螺合されることで、物品支持板２０は連結部材１２に
取り付けられている。
【００３４】
　また、図４に示すように、取付部材２１は、脚部材１１の下面に配設される下壁部２２
と、該下壁部２２から上方に屈曲して形成された屈曲壁部２３と、該屈曲壁部２３の上端
から屈曲して形成され物品支持板２０の下面に配設される上壁部２４とを有している。こ
の下壁部２２と上壁部２４とは、屈曲壁部２３から反対方向に延出している。
【００３５】
　下壁部２２及び上壁部２４には、それぞれ上下方向に貫通する第二貫通孔２５、第三貫
通孔２６が穿設されている。そして、下壁部２２の下方から第二ビス３２が第二貫通孔２
５に挿通され脚部材１１に螺合されるとともに、上壁部２４の下方から第三ビス３３が第
三貫通孔２６に挿通され物品支持板２０に螺合されることにより、物品支持板２０は脚部
材１１に取り付けられている。
【００３６】
　図３に示すように、物品支持板２０の前後方向の長さ寸法Ｎ１は、連結部材１２の前後
方向の幅寸法Ｎ２よりも大きい。また、図２に示すように、物品支持板２０の支持体４０
に対して前方へ突出する長さ寸法Ｍ１は、支持体４０に対して後方への突出する長さ寸法
Ｍ２よりも大きい。
【００３７】
（支持体）
　図１に示すように、支持体４０は互いに左右方向に離間した一対で構成され、それぞれ
の支持体４０は脚部材１１の前後方向の中央よりも後方から立設されている。
　図１、図５及び図６に示すように、支持体４０における対向する面、すなわち支持体４
０の左右方向内側の面には、上下方向に離間して複数の係止孔４１が形成されている。こ
の係止孔４１は、上下方向に長い長孔であり、前後方向に離間して一対形成されている。
また、この係止孔４１には、後述する物品載置部６０が係止されている。
【００３８】
（天板）
　図１に示すように、天板５０は、上面が床面Ｆと平行な状態となるとともに略矩形状に
形成され、支持体４０に支持されている。そして、上面は薬品等の物品が載置可能であり
、又はカルテ等の記載が可能な作業台として使用することができる。この天板５０の後側
には、操作ハンドル５１が設けられている。
【００３９】
　操作ハンドル５１は、天板５０の後部の左右両側から後方に突設された一対のハンドル
取付部５１ａと、一対の該ハンドル取付部５１ａを連結するハンドル本体５１ｂとを有し
ている。執務者は、該ハンドル本体５１ｂを把持することで、カート装置１を床面Ｆ上に
移動させることができる。
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【００４０】
　また、天板５０の上面には、ワイヤー部材５２が設けられている。ワイヤー部材５２は
、線状に形成されたワイヤー本体５３と、該ワイヤー本体５３を天板５０に固定する固定
部材５４とを有している。
【００４１】
　ワイヤー本体５３は、天板５０の上方の前縁に配設される前ワイヤー５３ａと、該前ワ
イヤー５３ａの両端から屈曲して形成された一対の側ワイヤー５３ｂとを有している。
【００４２】
　固定部材５４は、前ワイヤー５３ａの略中央に設けられた前固定部５４ａと、側ワイヤ
ー５３ｂの端部に設けられた側固定部５４ｂとを有している。前固定部５４ａは前ワイヤ
ー５３ａに係合されるとともに下端が天板５０に固定され、側固定部５４ｂは側ワイヤー
５３ｂに係合されるとともに下端が天板５０に固定されている。
【００４３】
　ワイヤー本体５３が固定部材５４により天板５０に固定されることにより、執務者が操
作ハンドル５１を把持してカート装置１を移動させても、該天板５０に載置された物品の
落下が防止される。
【００４４】
（物品載置部）
　図１及び図７に示すように、物品載置部６０は上下方向に離間して複数設けられ、本実
施形態では３個設けられている。この物品載置部６０は、支持体４０に支持され前後方向
に向かって延在する左右一対のレール６１と、該レール６１に対して前後方向にスライド
可能とされ物品を載置可能とされたトレー８０とを有している。
　この物品載置部６０の前後方向の長さ寸法Ｐ１は、支持体４０の前後方向の幅寸法Ｐ２
よりも大きい。
【００４５】
　レール６１は、前後方向に向かって延在するレール本体６２と、該レール本体６２に設
けられた係止体７１とを有している。
【００４６】
　レール本体６２は、トレー８０が載置されるレール載置部６３と、該レール載置部６３
から立設されたレール立設部６４と、該レール立設部６４から屈曲して形成されたレール
上壁部６５とを有している。
【００４７】
　これらレール載置部６３、レール立設部６４及びレール上壁部６５により囲まれた空間
内に、トレー８０の左右方向縁部が配設されている。
【００４８】
　係止体７１は、レール６１のレール立設部６４に設けられた係止取付部７２と、該係止
取付部７２に設けられた係止基部７３と、該係止基部７３の前後方向両端から左右方向外
側に向かって屈曲して形成された一対の係止屈曲部７４と、一対の該係止屈曲部７４の端
部に設けられた係止部７５とを有している。
【００４９】
　係止部７５は、鉤状をなしており、係止屈曲部７４の端部に上下方向に離間して一対設
けられている。図５に示すように、この係止部７５は、トレー８０の支持体４０の支持さ
れる面に形成されており、支持体４０に形成された複数の係止孔４１のうち任意の係止孔
４１に係合可能とされている。
【００５０】
　図７に示すように、トレー８０は、上方が開放された箱状部材であり、底部をなすトレ
ー底壁部８１と、該トレー底壁部８１から立設された前後一対のトレー前壁部８２及びト
レー後壁部８３と、該トレー前壁部８２とトレー後壁部８３とを連結する一対のトレー側
壁部８４とを有している。このトレー側壁部８４が、レール載置部６３の上面上を前後方
向にスライド可能とされている。
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【００５１】
　図１に示すように、レール６１の係止部７５が支持体４０に形成された係止孔４１に係
止された状態において、物品載置部６０の支持体４０に対する前方への突出長さＱ１は、
物品載置部６０の支持体４０に対する後方への突出長さＱ２よりも長い。
【００５２】
　また、図１に示す状態から、トレー８０はレール６１に対して前方及び後方のいずれの
方向にもスライド可能とされている。
【００５３】
　このように構成されたカート装置１では、レール６１に形成された係止部７５を支持体
４０に形成された一の係止孔４１に係止させ、当該係止を解除して他の係止孔４１に係止
させることができる。このようにトレー８０の取り付け取り外しを、係止部７５と係止孔
４１との係止とその取り外しで行うことができるため、トレー８０を支持体４０から取り
外して、上下方向の任意の位置に取り付けることを容易に行うことができる。
【００５４】
　また、トレー８０の前後方向の長さ寸法Ｐ１が支持体４０の前後方向の幅寸法Ｐ２より
も大きいため、該トレー８０へ左右方向からアクセスすることができる。よって、トレー
８０への物品の載置及び該トレー８０からの物品の取り出しを良好とすることができる。
【００５５】
　また、係止部７５と係止孔４１とは前後方向に一対係止されるため、支持体４０はトレ
ー８０に載置された物品を安定的に支持することができる。
【００５６】
　また、一対の脚部材１１は連結部材１２により連結されているため、カート装置１とし
ての剛性を高めることができる。
【００５７】
　また、物品支持板２０は連結部材１２及び脚部材１１に取り付けられているため、ベー
ス体１０は該物品支持板２０に載置された物品を安定的に支持することができる。
【００５８】
　また、物品支持板２０の前後方向の長さ寸法Ｎ１が連結部材１２の前後方向の幅寸法Ｎ
２よりも大きいため、該物品支持板２０へ左右方向からアクセスすることができる。よっ
て、物品支持板２０への物品の載置及び該物品支持板２０からの物品の取り出しを良好と
することができる。
【００５９】
　また、トレー８０の上空間は、左右方向及び前方に開放された空間とされるため、該ト
レー８０への物品の載置及びトレー８０からの物品の取り出しを良好とすることができる
。
【００６０】
　また、カート装置１の後部には、一対の脚部材１１及び連結部材１２で囲まれた空間が
るため、操作ハンドル５１を把持する執務者は下肢をこの空間部分に置くことができ、カ
ート装置１の使い勝手を良好とすることができる。
【００６１】
（第二実施形態）
　以下、本発明の第二実施形態に係るカート装置２０１について、図８を用いて説明する
。
　この実施形態において、前述した実施形態で用いた部材と同一の部材には同一の符号を
付して、その説明を省略する。
【００６２】
　第一実施形態におけるカート装置１では、一対の該支持体４０間に物品載置部６０が配
設されている。一方、本実施形態におけるカート装置２０１では、三本の支持体２４１，
２４２，２４３間に物品載置部２６１，２６２が左右方向に並んで配設されている。
【００６３】



(9) JP 2014-14453 A 2014.1.30

10

20

30

40

50

　支持体２４１，２４２，２４３としては、左右方向に離間して配設された一対の外側支
持体２４１,２４２と、一対の該外側支持体２４１,２４２の左右方向中央に配設された中
間支持体２４３とを備えている。
【００６４】
　外側支持体２４１,２４２は脚部材１１から立設され、中間支持体２４３は連結部材２
１２の左右方向略中央から立設されている。
【００６５】
　物品載置部２６１は、左側に配設された外側支持体２４１と中間支持体２４３との間に
設けられた第一物品載置部２６１…と、右側に配設された外側支持体２４２と中間支持体
２４３との間に設けられた第二物品載置部２６２…とを有している。
【００６６】
　第一物品載置部２６１…、第二物品載置部２６２…はそれぞれ上下方向に離間して複数
設けられ、本実施形態では６個ずつ設けられている。
【００６７】
　このように構成されたカート装置２０１では、左右方向に第一物品載置部２６１…及び
第二物品載置部２６２…が配設されるため、カート装置２０１に多くの物品を収容するこ
とができる。よって、カート装置２０１としての収納力を高めることができ、利便性が高
い。
【００６８】
　また、カート装置２０１の左右方向略中央には中間支持体２４３が設けられているため
、カート装置２０１の左右方向の長さ寸法大きくなった場合でも、その剛性を高めること
ができる。
【００６９】
（第三実施形態）
　以下、本発明の第三実施形態に係るカート装置３０１について、図９を用いて説明する
。
　この実施形態において、前述した実施形態で用いた部材と共通の部材には同一の符号を
付して、その説明を省略する。
【００７０】
　第二実施形態におけるカート装置２０１では、三本の支持体２４１，２４２，２４３間
に物品載置部２６１，２６２が左右方向に並んで配設されている。一方、本実施形態に係
るカート装置２０１では、外側支持体２４１と中間支持体２４３との間には物品支持板３
２０が設けられている。
【００７１】
　物品支持板３２０は、その前端が取付部材２１を介して脚部材１１に固着され、その後
端が第一実施形態と同様に下方からビス（不図示）が螺合され連結部材２１２に固着され
ている。
【００７２】
　このように構成されたカート装置３０１では、物品支持板３２０の上方が天板３５０ま
での上下方向に長い空間とされるため、図９に示すように該空間に高さ寸法の大きい物品
を載置することができる。
【００７３】
　また、物品支持板３２０は連結部材２１２及び脚部材１１に固着されているため、ベー
ス体３１０は該物品支持板３２０に載置された物品を安定的に支持することができる。
【００７４】
　また、このようにカート装置３０１の左側には高さのある物品を収容し、右側には前後
方向にスライド可能とされた物品載置部２６２…を複数設けることができる。よって、カ
ート装置３０１としての使い勝手を向上させることができる。
【００７５】
　また、上述した実施の形態において示した動作手順、あるいは各構成部材の諸形状や組
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き種々変更可能である。
【００７６】
　例えば、上記に示した実施形態では、支持体４０に係止孔４１が形成され、物品載置部
６０に係止部７５が形成されているが、本構成を逆としてもよい。すなわち、支持体４０
に上下方向に離間して複数の係止部７５が形成され、物品載置部６０に係止孔４１が形成
されていてもよい。
【００７７】
　このような構成でも、係止孔４１を支持体４０に形成された一の係止部７５に係止させ
、当該係止を解除して他の係止部７５に係止させることができる。このようにトレー８０
の取り付け取り外しを、係止部７５と係止孔４１との係止とその取り外しで行うことがで
きるため、トレー８０を支持体４０から取り外して、上下方向の任意の位置に取り付ける
ことを容易に行うことができる。
【００７８】
　また、物品支持板２０、物品載置部６０の支持体４０に対する前方への突出長さＭ１，
Ｑ１よりも、物品支持板２０、物品載置部６０の支持体４０に対する後方への突出長さＭ
２，Ｑ２の方が長くてもよい。
　この場合には、物品載置部６０の上空間は、左右方向及び後方に開放された空間とされ
るため、操作ハンドル５１を把持する執務者側である後側に収容空間を設けることができ
る。
【００７９】
　また、物品載置部６０が、板状部材の左右方向端部に係止部７５が形成される構成とし
てもよい。このような場合でも、物品載置部を支持体４０から取り外して、上下方向の任
意の位置に取り付けることを容易に行うことができる。
【００８０】
　また、支持体４０が上下方向に伸縮可能な構成であってもよい。この場合には、支持体
４０を伸張させることで天板５０の位置を高くすることができるとともに、上下方向に多
くの物品載置部６０を設けることができ、カート装置１として利便性と収納力を高めるこ
とができる。
【００８１】
　また、係止孔４１の上下方向に配設間隔を短くすることで、物品載置部６０を上下方向
に密に取り付けることができる。
【００８２】
　係止部７５と係止孔４１の縁部との間に、トレー８０の上下移動を規制する部材（不図
示）を配設してもよい。
【符号の説明】
【００８３】
１…カート装置
１０…ベース体
１３…キャスター（車輪）
１１…脚部材
１２…連結部材
２０…物品支持板
４０…支持体　
４１…係止孔
６０…物品載置部
７５…係止部Ｆ…床面
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